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八栄小学校学区にお住まいの皆様 

  船橋市教育委員会    

（公印省略） 

 

八栄小学校における通学区域の変更について（通知） 

 

 日頃より本市教育行政にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 皆様がお住いの地域において、下記のとおり通学区域の変更を行いますのでお知らせいたしま

す。 

 なお、この通学区域の変更は、八栄小学校の規模の適正化を図るための変更であることを申し

添えます。 

記 

１ 対象地域及び通学指定校 

対象地域 
現在の 

通学指定校 

令和 5年 4月 1日 

からの通学指定校 

夏見１丁目１番、３～５番、８～１１番、１３番、１４番、１６番、１７番、

２０番、２１番 

夏見５丁目 1番、４番、５番、７番、８番、１１番、１２番、１５～１７

番 

※夏見１丁目１４番、１６番、１７番、２０番、２１番及び夏見５丁目上記対象地域にお住いで、令和

５年４月１日までに住民登録があり、入学時に同住所に居住している場合に限り入学前に申請

することで八栄小学校に通学指定校変更が可能です 

八栄小学校 市場小学校 

夏見７丁目 

※夏見７丁目１番、２番、３番にお住いで、令和５年４月１日までに住民登録があり、入学時に同

住所に居住している場合に限り、入学前に申請することで八栄小学校に通学指定校変更が可

能です  

八栄小学校 夏見台小学校 

夏見３丁目・４丁目・６丁目 八栄小学校 

（選択） 

八栄小学校・ 

夏見台小学校 

＊裏面地図を参照ください 

 

２ 対象となる児童生徒 

令和５年４月１日以降に、対象地域から小学校及び中学校に入学・転入学する児童生徒 

※すでに八栄小学校に在籍している児童に転校していただくことはありません 

※弟妹が入学する際に兄姉が八栄小学校に在籍している場合は、弟妹は通学指定校変更申請

をすることで八栄小学校に入学できます 

 



 

 

選択学区 

●緑色の地区⇒市場小学校へ変更 

●ピンク色の地区⇒夏見台小学校へ変更 

●紫色の地区⇒八栄小と夏見台小学校の選択学区へ変更 

●斜線の地区は八栄小への通学指定校変更許可地域です。 

 条件：令和５年４月１日までに住民登録があり、小学校入学時に同住

所に居住している児童 
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